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(57)【要約】
　本発明は、加圧力に応じて腹部の複数の局所領域の抵
抗情報を取得するための力覚及び／又は変形センサ装置
を含む腹部ベルト又は手袋を含む、胎児位置モニタリン
グシステムを提供する。データ分析プロセッサは、胎児
の位置及び／又は胎児のサイズ、また任意で胎児の動き
を導出するために抵抗情報を解釈し、出力は、胎児の位
置及び／又は胎児のサイズ、また任意に胎児の動きの描
写を生成するために提供される。このシステムは、ユー
ザの最小限の医療的知識を必要とし、家庭で使用され得
る、胎児の位置又はサイズの出力を生成する手段を提供
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　力覚及び／又は変形センサを含み、加圧力に応じて、腹部の複数の局所領域の抵抗情報
を取得するための力覚及び／又は変形センサ装置と、
　前記複数の局所領域に関する前記抵抗情報を解釈し、前記解釈から胎児の位置又は胎児
のサイズを導出するためのデータ分析プロセッサと、
　胎児の位置又は胎児のサイズの描写を表示するための出力デバイスに出力データを提供
する出力部と、を含む、胎児位置モニタリングシステム。
【請求項２】
　前記データ分析プロセッサはさらに、導出された前記胎児の位置に基づいて経時的な胎
児の動きを導出するためのものであり、前記出力デバイスはさらに、前記胎児の動きの描
写を提供するためのものである、請求項１に記載の胎児位置モニタリングシステム。
【請求項３】
　前記力覚及び／又は変形センサ装置は、当該力覚及び／又は変形センサに関連付けられ
る手袋を含み、前記システムは、当該胎児位置モニタリングシステムのユーザが前記手袋
を使用して腹部に圧力を加えるのを誘導するための出力を制御するコントローラを含む、
請求項１又は２に記載の胎児位置モニタリングシステム。
【請求項４】
　前記力覚及び／又は変形センサ装置は、腹部ベルトを含む、請求項１又は２に記載の胎
児位置モニタリングシステム。
【請求項５】
　前記腹部ベルトは、加圧力を提供するための膨張可能部分のアレイを含み、前記膨張可
能部分の各々は、前記力覚及び／又は変形センサに関連付けられる、請求項４に記載の胎
児位置モニタリングシステム。
【請求項６】
　前記力覚及び／又は変形センサは、加圧力に応じて、力を測定するための力覚センサと
、変形を測定するための変形センサとを含む、請求項１、３又は５に記載の胎児位置モニ
タリングシステム。
【請求項７】
　前記データ分析プロセッサは、前記抵抗情報の解釈として、変形と力との比率から硬度
の尺度を導出する、請求項６に記載の胎児位置モニタリングシステム。
【請求項８】
　前記データ分析プロセッサは、前記抵抗情報の解釈に基づいて、胎児の身体部分に隣接
している、又は離れている腹部の場所を判定し、前記胎児の身体部分は、頭部、臀部又は
背部のうちの１つである、請求項１乃至７の何れか一項に記載の胎児位置モニタリングシ
ステム。
【請求項９】
　前記データ分析プロセッサは、判定された前記場所から前記胎児の位置を判定する、請
求項８に記載の胎児位置モニタリングシステム。
【請求項１０】
　妊婦の腹部に力覚及び／又は変形センサ装置を当てるステップと、
　加圧力に応じて腹部の複数の局所領域の抵抗情報を取得するステップと、
　前記複数の局所領域に関する前記抵抗情報を解釈するステップと、
　前記抵抗情報の解釈から胎児の位置又は胎児のサイズを導出するステップと、
　前記胎児の位置又は前記胎児のサイズの描写を提供するステップと、を含む、胎児位置
モニタリング方法。
【請求項１１】
　前記抵抗情報を取得するステップは、力及び変形を測定するステップを含み、前記方法
は、前記変形及び力の比率から硬度の尺度を導出するステップを含む、請求項１０に記載
の方法。
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【請求項１２】
　前記抵抗情報の解釈に基づいて、胎児の身体部分に隣接している、又は離れている腹部
の場所を判定するステップを含み、前記胎児の身体部分は、頭部、臀部、及び背部のうち
の１つ又は複数であり、前記方法はさらに、頭部、臀部、及び／又は背部の場所から前記
胎児の位置を判定するステップを含む、請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記力覚及び／又は変形センサ装置は、手袋を含み、前記方法は、前記ユーザが手袋を
通して加圧力を提供するステップを含む、請求項１０乃至１２の何れか一項に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記力覚及び／又は変形センサ装置は、腹部ベルトを含み、前記方法は、前記腹部ベル
トの膨張可能部分を膨張させることによって前記加圧力を提供するステップを含む、請求
項１０乃至１２の何れか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　経時的な胎児の動きを導出するステップ及び前記胎児の動きの描写を提供するステップ
を含む、請求項１０乃至１４の何れか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、胎児位置モニタリングシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　妊娠中母親は、多くの場合、例えば、胎児の位置、胎児のサイズ、胎児の動きなどの、
胎児の情報をできるだけ多く知りたいと望んでおり、また、できるだけ早く、生まれる前
の胎児とのふれあいを始めたいと願っている。
【０００３】
　レオポルド触診法は、産科では、妊娠２４週後の女性の子宮内の胎児の位置を判定する
ための一般的かつ体系的な手法である。
【０００４】
　底部グリップ、側部グリップ、パウリックスグリップ、及び骨盤グリップとして知られ
ている４つのステップがある。
【０００５】
　訓練された医療従事者（ＨＣＰ）は、特定の所作及び圧力で特定の腹部領域を手で押圧
することにより、胎児の頭部、胴体、臀部、背部、及び手足の異なる形態及び力学的特性
に基づいて胎児の位置を判定し、胎児のサイズや重さを推定する。例えば、第１法では、
頭部が硬く、しっかりしており、丸く、胴体とは独立して動くことが感じられ、一方で臀
部はより柔らかく、対称であると感じることによって、胎児の身体部分を区別することが
できる。肩と手足には、小さな骨の突起があり、頭部とは異なり胴体と一緒に動く。
【０００６】
　胎児の位置及びサイズを含む胎児の発達に関するより詳細な検査は、超音波撮像システ
ムを用いて行われ得る。
【０００７】
　これらの両方の手順は、専門技術の使用を必要とするか、又は超音波診断装置の利用を
必要とするため、家庭用には適用できない臨床的解決策である。
【０００８】
　妊娠している母親やその家族のような、前記の手技（又は他の手技）を十分に訓練して
いない人は、所望の結果を得るために困難を経験し得る。さらに、これらの臨床的解決策
は診断に重点を置いており、期待される胎児とのふれあい及び母子間の絆の向上を可能に
するようには適用されない。
【０００９】
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　したがって、訓練を受けていない人が、胎児とのふれあいの中で胎児の位置を測定し、
胎児の形状及びサイズを推定することを可能にする家庭用補助デバイスが必要とされてい
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　熟練していないユーザが使用することができる胎児位置モニタリングシステムを有する
ことが望まれている。
【００１１】
　本発明は、特許請求の範囲によって定義される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様による実施例によれば、胎児位置モニタリングシステムが提供され、こ
のシステムは、
力覚及び／又は変形センサを含み、加圧力に応じて、腹部の複数の局所領域の抵抗情報を
取得するための力覚及び／又は変形センサ装置と、
　前記複数の局所領域に関する前記抵抗情報を解釈し、前記解釈から胎児の位置又は胎児
のサイズを導出するためのデータ分析プロセッサと、
胎児の位置又は胎児のサイズの描写を表示するための出力デバイスに出力データを提供す
る出力部と、を含む。
【００１３】
　抵抗情報は、（例えば、電気抵抗情報ではなく）力学的抵抗情報であり、腹部の動的な
動きに関連する。このシステムは、胎児の位置及び／又はサイズの描写を生成する方法を
提供し、この方法は、必要となるユーザの医療的知識が最小限であるため、妊娠している
母親、その友人、又は親類によって使用され得る。システムは、高価な撮像手法に依存し
ないため、自宅で使用されることができる。
【００１４】
　システムは、胎児のサイズのモニタリングを可能にすることができる。
【００１５】
　加えて、胎児の位置の判定を可能にすることもできる。胎児の位置が分かれば、母親は
、触れることで胎児の特定の身体領域とのふれあいを選択することができる。これはまた
、胎児の形状及び／又は胎児のサイズの推定を可能にする。
【００１６】
　データ分析プロセッサはさらに、経時的な胎児の動きを導出するためのものであり得、
出力部はさらに、胎児の動きの描写を提供するためのものである。これにより、システム
のユーザに付加的な情報が提供される。
【００１７】
　システムは、例えば、胎児の心拍をモニタリングするため、又は胎児の動きをモニタリ
ングするために、他のセンサと組み合わせられてもよい。
【００１８】
　出力デバイスは、ディスプレイであってもよいし、システムの専用パーツであってもよ
く、あるいは、出力部からデータが送信されるタブレット、ラップトップ、パーソナルコ
ンピュータ、又は携帯電話などの遠隔デバイスであってもよい。ディスプレイは、妊婦の
腹部上に直接表示するための投影システムを含むこともできる。出力デバイスは、代替的
に、又は付加的に、例えば、胎児のサイズの可聴表示を提供するような音声出力を含んで
もよい。
【００１９】
　第１の例では、力覚及び／又は変形センサ装置は、手袋を含み、システムは、システム
のユーザが、手袋を使用して腹部に圧力を加えることを誘導するための出力を制御するコ
ントローラを含む。
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【００２０】
　この第１の例では、システムは、例えば、従うべき所作、接触点、移動経路、手の動作
の各々の持続時間、動作間の間隔、及び与えるべき圧力レベルに関するユーザへのインス
トラクションをユーザに提供することができる。インストラクションは、インテリジェン
トモバイルデバイス、又は妊婦の腹部上に直接投影されるなどの任意の適切な手段によっ
てユーザに提供されてもよい。手の動作の持続時間及び圧力は、予め定められた安全範囲
内に限定され得る。このようにして、ユーザは、データ収集に関与するが、データ解釈は
自動で行われる。
【００２１】
　第２の実施例では、力覚及び／又は変形センサ装置は、腹部ベルトを含む。
【００２２】
　ベルトの使用は、ユーザによる熟練した入力を必要としないことを意味し、システムは
、ほぼ完全に自動化されている。
【００２３】
　腹部ベルトは、加圧力を提供するための膨張可能部分のアレイを含み得、アレイは、各
膨張可能部分に関連付けられる力覚センサ又は変形センサ装置を含む。
【００２４】
　圧力は、データ分析システムが制御する順番で膨張可能部分によって様々な位置に加え
られ、これにより、データ分析システムは、当該順番を把握する。
【００２５】
　全ての実施例において、力覚及び／又は変形センサは例えば、腹部に加えられる力及び
加えられる力（すなわち、手袋を着用するユーザ又はベルトによって加えられる力）によ
って起こる腹部の変位を測定するためのセンサ装置を含む。応力は、力を接触面積で割っ
た値から計算することができ、圧迫歪みは、変位を厚さで割った値から計算することがで
きる。応力及び歪みは一緒になって、押圧されている組織の性質について、力又は変形の
みの測定よりも多くの情報を提供することができる。
【００２６】
　力覚及び／又は変形センサは、加えられる力に応じて、力を測定するための独立した力
覚センサと、変形を測定するための独立した変形センサとを含むことができる。
【００２７】
　データ分析プロセッサは例えば、抵抗情報の解釈として、力及び変形の測定値から硬度
／圧縮率の尺度を導出するように適合される。
【００２８】
　胎児の様々な部分を区別するために、硬度の尺度が用いられ得る。
【００２９】
　硬度の尺度は、例えば、変形と力との比率を含む。これは、歪み比に関連している。し
たがって、所望の歪み比の尺度を導出するために、（絶対値ではなく相対値であっても）
実際の応力と歪みの値を計算する必要はない。
【００３０】
　データ分析プロセッサは例えば、抵抗情報の解釈に基づいて、胎児の身体部分に隣接し
ている、又は離れている腹部の場所を判定するように適合される。胎児の身体部分は、頭
部、臀部及び背部のうちの１つ又は複数であってもよい。
【００３１】
　胎児のこれらの異なる領域は、データ分析システムによって認識され得る異なる硬度及
び位置特性を有する。このリストは網羅的ではなく、例えば、胎児の手足も認識され得る
。データ分析プロセッサは、次に、判定された場所から、胎児の位置を判定するように適
合されている。胎児の形状及びサイズ並びに大体の位置及び方向を判定することができる
。
【００３２】
　本発明の別の態様による実施例は、胎児の位置をモニタリングする方法を提供し、前記
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方法は、
　妊婦の腹部に力覚及び／又は変形センサ装置を当てるステップと、
　加圧力に応じて腹部の複数の局所領域の抵抗情報を取得するステップと、
　複数の局所領域に関する抵抗情報を解釈するステップと、
　抵抗情報の解釈から胎児の位置又はサイズを導出するステップと、
　胎児の位置又は胎児のサイズの描写を提供するステップと、を含む。
【００３３】
　この方法は、ユーザの多大な医療的知識を必要とせずに、胎児の位置又はサイズの出力
を生成する。
【００３４】
抵抗情報を取得するステップは、力及び変形を測定するステップを含み得る。硬度の尺度
は、応力と歪みとの間の比率に関連する変形と力との比率から得ることができる。
【００３５】
抵抗情報の解釈に基づいて、胎児の身体部分に隣接している、又は離れている腹部の場所
を取得することができ、胎児の身体部分は、頭部、臀部又は背部のうちの１つである。こ
のとき、頭部、臀部及び／又は背部の場所から胎児の位置を取得することができる。
【００３６】
　一実施例における力覚及び／又は変形センサ装置は、手袋を含み、前記方法は、ユーザ
が手袋を通した手による加圧力を提供するステップを含む。
【００３７】
　別の実施例では、力覚及び／又は変形センサ装置は、腹部ベルトを含み、前記方法は、
腹部ベルトの膨張可能部分を膨張させることによって加圧力を提供するステップを含む。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
　ここで、本発明の実施例が、添付の図面を参照して詳細に説明される。
【図１】図１は、妊娠中の母親の腹部及び胎児を示す。
【図２】図２は、胎児位置モニタリングシステムの第１の実施形態を示す。
【図３】図３は、胎児位置モニタリングシステムの第２の実施形態を示す。
【図４】図４は、その下に胎児がいない腹部領域を押圧するときの力（上のグラフ）及び
変形（下のグラフ）を示す。
【図５】図５は、胎児の臀部が下にある腹部領域を押圧するときの力（上のグラフ）及び
変形（下のグラフ）を示す。
【図６】図６は、胎児の頭部が下にある腹部領域を押圧するときの力（上のグラフ）及び
変形（下のグラフ）を示す。
【図７】図７は、胎児の形状、サイズ又は位置を判定するための第１の方法を示す。
【図８】図８は、胎児の形状、サイズ又は位置を判定するための第２の方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明は、加圧力に応じて腹部の複数の局所領域の抵抗情報を取得するための力覚及び
／又は変形センサ装置を含む腹部ベルト又は手袋を含む胎児位置モニタリングシステムを
提供する。データ分析プロセッサは、胎児の位置及び／又は胎児のサイズ、並びに、任意
的に胎児の動きを導出するために、抵抗情報を解釈し、胎児の位置及び／又は胎児のサイ
ズ、並びに、任意的に胎児の動きの描写を提供する出力が提供される。
【００４０】
　このシステムは、ユーザの最小限の医療的知識を必要とし、家庭で使用され得る胎児の
位置又はサイズの表示などの出力を生成する手段を提供する。
【００４１】
　第１の実施形態では、システムは、ユーザに、生体力学センサベースデバイスを用いて
、妊婦の腹部領域を接触及び押圧することによって胎児の身体部分の硬度及び胎児の身体
部分の分布を測定するように指示する。例えば、ユーザへのインストラクションは、
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　接触点、
　移動経路、
　様々な接触動作の持続時間、
　接触動作の間の間隔、及び
　かけられるべき圧力、のうちの１つ又は複数を明らかにする。
【００４２】
　第２の実施形態では、妊娠中の母親によって着用されるベルトを含む自動化システムが
提供される。
【００４３】
　胎児の位置は、妊娠中の母親の接触された腹部領域における硬度の分布をマッピングす
ることによって判定することができる。胎児の様々な身体部分（例えば、頭部、背部、手
足、及び臀部）は、分布及び硬度の変化によって区別することができる。
【００４４】
　図１は、妊娠中の母親の腹部及び胎児を示している。胎児の様々な部分は、異なる硬度
及び硬度の分布を有する。例えば、頭部１０は、比較的硬く丸く、背部１２は、同等に硬
いが、平らで広く（頭部と背部は太線で示されている）、一方、手足１４は、小さな骨の
特性を有する。臀部１６は、より硬度が少なく対称である。
【００４５】
　生体力学では、弾性率又は応力－歪み曲線は、生体材料の硬度を示し得る。したがって
、例えば、圧迫センサ又は変形センサを使用して、接触領域の応力及び歪みを計算するこ
とによって硬度を求めることができる。
【００４６】
　胎児の形状及びサイズは、胎児の様々な部分の面積及び長さを判定することによって推
定することができる。このとき、胎児の位置及びサイズに関する情報を有する胎児の形状
の再現画像をリアルタイムで表示する、あるいは妊婦の腹部表面の接触された場所に直接
投影することもできる。経時的な画像は、胎児の動きの描写を提供する。
【００４７】
　胎児の反応（例えば、胎児の動きや胎児の心拍数）もモニタリング及び記録することが
できる。このようにして、母親は、どの動作が胎児からの反応を生じさせるかを知ること
ができる。例えば、母親は、どのような行動が、胎児の動きを誘発するなどの所望の反応
を引き起こすかを知るためにこのシステムを使用してもよい。このようなふれあいは、胎
児と母との間の絆を向上させるのに役立ち得る。動作は、圧力を加えることに限定されな
い。例えば、システムは、母親の音や動きなどの他の刺激に対する胎児の反応を検出する
ために使用されてもよい。
【００４８】
　図２は、システムの第１の実施形態を示す。
【００４９】
　このシステムは、加圧力に応じて腹部の複数の局所領域の抵抗情報を取得するための力
覚及び／又は変形センサ装置を含む。この実施例では、センサ装置は、１つ又は複数の指
、手のひら、及び／又は親指に設けられる複数の感知領域２２、２３を有する手袋２０を
含む。感知領域は、複数の機能を果たす。１つは、ユーザによって加えられる圧力及び加
圧力に応じて表面の変位をモニタリングすることであり、もう１つは、押圧されている身
体部分の抵抗情報を導出することである。異なる感知領域が異なる機能を実行してもよく
、又は感知領域が両方の機能を実行してもよい。
【００５０】
力覚センサは、例えば圧電性センサ又はホルツァー圧力計センサのような圧迫レベルを示
すことができる任意の圧迫センサであってもよい。変形センサは、例えばフレキシセンサ
及び光ファイバ歪み計のような、圧迫することなく表面の本来の位置からの変位を示すこ
とができる任意のセンサである。
【００５１】
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　データ分析プロセッサ２６は、複数の局所領域に関する抵抗情報を解釈し、解釈から胎
児の位置を導出するために設けられる。ディスプレイ２８は、胎児の位置の描写を表示す
るために使用される。
【００５２】
　ユーザは、手袋２０を着用して腹部に触れる。感知領域２２、２３はそれぞれ、例えば
、応力を判定することができる力測定のための圧迫センサ及び歪みを判定することができ
る変形測定のための変形センサの一方又は両方を含む。１つの手袋又は１組の手袋があっ
てもよい。
【００５３】
　一つの実施例では、手袋の指部分に形成される圧迫センサ２２は、ユーザの手によって
かけられる圧力をモニタリングする。圧力が所定の安全範囲外にある場合、安全制御機能
がプロセッサ２６によってトリガされ、ユーザに警告する。安全制御機能は、ユーザが安
全警告を感じるように手袋に形成される振動モータ２４を含み得る。あるいは、音声又は
視覚的な警告が提供されてもよい。圧迫センサは、圧電性センサを含んでもよい。
【００５４】
　さらなる圧迫センサ及び変形センサ２３は、胎児位置判定領域の一部として、この実施
例では手のひらに設けられる。
【００５５】
　手袋又は複数の手袋を着用するとき、ユーザは、ディスプレイ２８上のユーザへのイン
ストラクションに従うことにより、妊婦の腹部に接触する、又は押圧することができる。
【００５６】
　このとき、接触領域の力と変形との両方は、測定され、硬度の指標である歪み比の計算
及び硬度の分布のマッピングのために使用される。
【００５７】
　プロセッサ２６は、手袋の一部であってもよく、又は有線又は無線の方式で手袋と通信
する独立したデバイスであってもよい。プロセッサ２６は、接触領域の硬度を計算し、こ
れによって表示される情報を導出する。ディスプレイは、タブレット、携帯電話、コンピ
ュータ、又は母親の腹部に直接表示するための投影ディスプレイなどのポータブルデバイ
スを含む任意のデバイスに組み込まれ得る。
【００５８】
　システムは、手袋の着用時に、様々なとられるべき動作によってユーザを誘導すること
により、訓練されていない人が胎児の位置を判定することを可能にする。しかしながら、
ユーザが腹部のどこに接触したかをプロセッサが把握するために、インストラクションに
従う必要が依然としてある。プロセッサは、インストラクションが正しく従われたと仮定
しなければならないため、ユーザが提供されたインストラクションに従うのに十分に熟練
していなければ、間違いが起こる可能性が残っている。
【００５９】
　図３は、より完全に自動化されたシステムを提供する第２の実施形態を示す。
【００６０】
　システムは同じく、加圧力に応じて腹部の複数の局所領域の抵抗情報を取得するための
力覚及び／又は変形センサ装置を含む。この例では、センサ装置は、複数の感知領域を有
する腹部ベルト３０及びベルトを装着したときに妊婦の腹部に向かって圧力を発生させる
膨張可能なエアバッグ３２を含む。システムは同じく、プロセッサ２６及びディスプレイ
２８を含む。
【００６１】
　力覚センサは、上記に概説されたものと同じタイプのものであってもよい。さらに、膨
張可能部分に関連するガス圧力計は、加えられる力を導出するために使用され得る。
【００６２】
　特有のエアバッグの適切なサイズの１つの例は、５ｃｍから１０ｃｍの直径を有する丸
いエアバッグであり、これは、つまり手のひらと同じような面積を有する。
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【００６３】
　エアバッグ間の間隔は、例えば２１ｃｍ未満でなければならず、これは２４週の胎児の
頭殿長である。最大圧力は、例えば、約１３０ＫＰａであり得る。センサは、腹部領域と
のより良好な接触を得るために、例えばエアバッグ上に取り付けられる。ガス圧力計が使
用される場合、当然エアバッグ内に組み込まれる。胎児の領域ではセンサの密度がより高
くなり得る。データは、例えば頭部、背部、及び臀部などの胎児の各部分の境界を解釈す
るために使用される。
【００６４】
　圧力レベル及び持続時間は、プロセッサ２６によって所定の安全範囲内で制御される。
概して要素３４のアレイとして示されている複数の圧迫センサ（例えば、圧電性センサ、
ホルツァー圧力計センサ、さらに膨張可能部分に組み込まれたガス圧力計）及び変形セン
サ（例えば、フレキシセンサ及び光ファイバ歪み計）は、ベルトの内面に設けられている
。使用時には、エアバッグは、ベルトによって覆われる腹部に圧力をかけるように膨張す
ると同時に、接触領域の力及び変形の両方がセンサ３４によって測定される。
【００６５】
　収集されたデータはまた、硬度の指標である歪み比の計算及び硬度分布のマッピングに
使用される。プロセッサ２６は、やはりベルトの一部として設けられるか、又は有線又は
無線の方式を介してベルトと通信する他の別個のデバイスに組み込まれ得る。プロセッサ
は、接触領域の硬度を計算し、関連する情報をディスプレイ２８に送信する。ディスプレ
イは、ポータブルデバイス、コンピュータ、又はフレキシブルディスプレイのようなベル
ト自体の上の直のディスプレイを含む任意のデバイスに組み込まれ得る。
【００６６】
　両方の実施形態において、胎児の様々な部分の面積及び長さを計算することによって、
胎児の形状及びサイズを推定することができる。母親は、ディスプレイから胎児の位置と
向きを知るためにシステムを使用し、頭をタップする、背中を撫でる、手足に触れる、音
楽を流す、又は特定のやり方で動くなどの母親の気に入ったやり方で胎児とふれあうこと
で母性の情緒的なニーズを満たす。
【００６７】
　このシステムを使用することにより、母親は、どのようなふれあいのやり方が胎児に好
まれ、プラスの反応（例えば、胎児の心拍数又は胎児の動き）を生じさせるかを知ること
ができ、これにより、そのふれあいのやり方を、胎児を喜ばせるために用いる。母親は、
頭をタップする、背中を撫でる、手足を触るなどの胎児とのふれあいを毎日全く同じよう
に繰り返し、胎児の反応を確かめることができる。
【００６８】
　より精巧な実施形態では、システムは、超音波撮像システムをさらに組み込むことがで
きる。
【００６９】
　システムの機能は、特に、頭部、背部、及びその下に胎児がいない領域の間の力―変形
測定の差異を測ることにより検査されてきた。
【００７０】
　図４は、その下に胎児のいない腹部領域を１ｃｍ２の領域に加えられる小さな力（１．
８７Ｎ）で押圧したときの力（上のグラフ）及び変形（下のグラフ）を示し、応力は２０
ｋＰａになる。ｘ軸は、時間を示す。
【００７１】
　歪み比は、歪み／応力×１００％として定義され得、単位はＰａ－１である。
【００７２】
　歪みは、測定された変形を厚さで除算したものと等しくなり、応力は、接触領域で除算
された力により計算される。同じ圧電性センサを使用することにより、システムは同じ較
正条件で動作している。したがって、力測定値及び変形測定値の両方の直接出力値（この
場合は電圧）を使用して、歪み比に相当する値を決定することができる。
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【００７３】
　接触面積（約１ｃｍ２）、及び腹部の厚さが固定されていると仮定すると、歪み／応力
× １００％の歪み比は、センサ装置からの直接出力として提供され得る変形／力× １０
０％に直接関連し得る。したがって、歪み比は、様々な測定値の間の比較の目的のための
無次元の値であると考えられ得る。
【００７４】
　歪み比は、検査に使用されてきた特定のシステム構成に対する腹部領域について、３１
％であると測定される。
【００７５】
　図５は、下部に胎児の臀部があるときに、大きな応力（１３０ＫＰａ）で腹部領域を押
圧したときの力（上のグラフ）と変形（下のグラフ）とを示している。
【００７６】
　臀部領域についての歪み比は、４．６％である。
【００７７】
　図６は、胎児の頭部が下部にある状態で、時間ｔ１において大きな印加応力（１３０Ｋ
Ｐａ）で、時間ｔ２において中程度の印加応力（６７ＫＰａ）で、腹部領域を押圧した時
の力（上のグラフ）及び変形（下のグラフ）を示す。
【００７８】
　頭部領域についての歪み比は、大きな応力で１．６％、中程度の応力で１．３％である
。
【００７９】
　これらのシミュレーションは、胎児の頭部、臀部、及び胎児の部分が存在しない領域が
、歪み比によって区別され得ることを示す。胎児の頭部はより硬く、したがって上記で定
義されるようにより低い歪み比（１～２％）を有する。胎児の臀部は、より柔らかく、し
たがって比較的高い歪み比（４～５％）を有する。胎児の位置は、判定された胎児の頭部
及び臀部によって示され得る。
【００８０】
　頭殿長は、胎児の頭部と胎児の臀部との位置情報を用いて計算することができる。胎児
のサイズは、胎児の形状の頭殿長を用いて推定することができる。
【００８１】
　図７は、上記の第１の実施形態（手袋）を用いて胎児の形状を判定する方法を示す。
【００８２】
　ステップ７０では、感知手袋を装着しているときに腹部をどのように、及びどこを押圧
するかのインストラクションがユーザに提供される。インストラクションは、ディスプレ
イを使用して提供される。ユーザへのインストラクションは、例えば、接触が行われる接
触点、移動経路、様々な接触動作の持続時間、接触動作間の間隔、又はかけられるべき圧
力レベルを明らかにする。これらの動作が合わさってレオポルド触診法をシミュレートす
ることができるが、他のシーケンスもまた可能である。
【００８３】
　ステップ７２において、ユーザは、手袋の形式の力覚及び／又は変形センサ装置を、妊
婦の腹部に当てる。
【００８４】
　これは、様々な位置、押圧力、又は移動の形態において繰り返されてもよく、そのため
、ステップ７０及び７２は、ステップのサイクルを形成する。
【００８５】
　ステップ７４では、加圧力に応じて腹部の複数の局所領域について抵抗情報が得られる
。抵抗の計算は、（図示されているように）感知プロセスの終了時に実行され得、又は計
算が繰り返しのループの一部を形成するように即時に実行されてもよい。これは、図７中
の点線の矢印で表されている。
【００８６】
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　ステップ７６において、抵抗情報は、複数の局所領域に関して解釈される。
【００８７】
　ステップ７８において、抵抗情報の解釈から胎児の位置及び／又はサイズが導出され、
ステップ７９において、胎児の位置又は胎児のサイズの描写、及び任意で胎児の動きが、
例えば、表示されるなどして提供される。
【００８８】
　図８は、上記の第２の実施形態（腹部ベルト）を用いて胎児の形状を判定する方法を示
す。
【００８９】
　ステップ８０において、ユーザは、ベルトの形式の力覚及び／又は変形センサ装置を、
妊婦の腹部に当てる。
【００９０】
　ステップ８２では、加圧力に応じて腹部の複数の局所領域について抵抗情報が取得され
る。
【００９１】
　加圧力は、連続的に、又は一度の広い範囲の測定として加えられる。これは、時間の浪
費を抑え、ユーザの労力及び不便を低減する。しかしながら、システムは、連続的な圧力
を加えることもできる。ベルトは、腹部のマッサージに使用することもできる。
【００９２】
　ステップ８４では、抵抗情報が複数の局所領域に関して解釈される。
【００９３】
　ステップ８６において、胎児の位置又はサイズが抵抗情報の解釈から導出され、ステッ
プ８８において、胎児の位置又は胎児のサイズ、及び任意で胎児の動きの描写が、例えば
表示されるなどして提供される。
【００９４】
　開示された実施形態に対する他の変更は、図面、開示、及び添付の特許請求の範囲の研
究から、特許請求された発明を実施する際に当業者によって理解され得、達成され得る。
特許請求の範囲において、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という単語は、他の要素又
はステップを排除するものではなく、不定冠詞「ａ」又は「ａｎ」は、複数を除外しない
。特定の手段が相互に異なる従属請求項に列挙されているという単なる事実は、これらの
手段の組み合わせが有利に使用されることができないことを意味しない。請求項中のいか
なる参照符号も、範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
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